
（案１） 

 

（お知らせ） 

令 和 ３ 年 ４ 月   

東 海 防 衛 支 局 

防 音 対 策 課 

 

 

移転措置事業の事務手続における押印見直し及び 

一部オンライン化について     

 

 今般、「飛行場等周辺の移転補償等の実施に関する訓令（平成１９年防衛省訓

令第８９号）」、「立木竹の買取補償について（防地防（事）第１４５号。令和２

年３月３０日）」及び「飛行場等周辺の移転補償等の実施に関する訓令の実施細

目について（地防第１６３６０号。２４．１２．１９）」について、一部改正し

たところです。 

 

これらの改正に伴い、移転措置事業に係る事務手続においては、令和３年度か

ら、押印を省略すること、また、皆様からの希望があれば、事務手続の一部につ

いて、電子メールでやり取りをすることが可能（ただし、手続については、スキ

ャナーが必要となります。）となりましたので、併せてお知らせします。 

 

 本件に関し、ご質問等がある場合は下記問い合わせ先までご連絡願います。 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

東海防衛支局 防音対策課 

052-952-8226 

itensochi-tk@kinchu.rdb.mod.go.jp 


